
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

     

 

 

令和 7年度 船橋市立一宮少年自然の家主催事業 

 

 
 

・お申し込み後に、当日の日程や活動の内容、持ち物などの詳細について、ご案内させていただきます。 

・活動風景を撮影させていただきます。広報（チラシ、ホームページ、X等）で使用いたします。予めご了承くださ

い。 

・天候により、プログラム内容の変更や開催を中止する場合がございます、なにとぞご了承ください。 

施設詳細は

こちら 

X のフォロー

もお願いしま

す 
船橋市立一宮少年自然の家 指定管理者（株）オーエンス 

ﾌｧﾐﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞⅥ 

【会 場】船橋市立一宮少年自然の家 

     長生郡一宮町東浪見 7493-2 

【対 象】小学生とその保護者 

【定 員】先着１０家族 

【内 容】陶芸体験、太巻き寿司作り、凧作り 

【参加費】船橋市内在住 小学生 ３,７００円 保護者 ３,5００円 

船橋市外在住 小学生 ４,５００円 保護者 ５,１００円 

太巻き寿司づくり体験料として 1家族 1セット（2本）3,600円を別途徴収します。 

 ※参加費には施設利用料、食費、陶芸体験料（小学生のみ）、保険料などが含まれます。 

    小学生以外の方で陶芸を希望される場合、陶芸体験料として別途 1,500円頂きます。 

【講 師】陶芸工房MORI（陶芸） ながら夢工房（太巻き寿司） 

 

【申し込み】令和 8年 2月 1日（日） 

午前 9時より電話にて受付（先着順） 

      ℡ 0475-42-5711 一宮少年自然の家 
 

【お問い合わせ】船橋市立一宮少年自然の家  

〒299-4303 千葉県長生郡一宮町東浪見 7493-2 

TEL:0475-42-5711 FAX:0475-42-5712  

MAIL：sinsei@funabashi-sizen.jp 

受付時間：午前９時００分～午後５時００分 


